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第３次高松市地域福祉計画

適切なサービスを提供できる基盤づくり
福祉サービスの適切な利用環境づくり

　現在設置している各相談窓口の専門性の向上とともに、各窓口間の
連携を図り、相談者の多様なニーズに適切に対応できる相談体制の充実
を図ります。
　また、身近な場所で気軽に相談でき、地域の生活課題を総合的かつ
継続的に把握し、適切なサービスが提供できる、一貫した相談支援体制
の構築に努めます。

　福祉サービスの第三者評価事業により、保健・医療・福祉に携わる職員
の資質の向上や福祉サービスの質の向上につなげます。

　質の高い安定した福祉サービスを提供するため、社会福祉施設に
対し、相談や指導監督を行うとともに、「地域福祉の拠点」としての機能
を十分発揮できる仕組みづくりを推進します。

　福祉サービスの利用者が、対等の立場で苦情・要望が言える環境整備
と、公正な苦情解決への対応に努めます。
　また、認知症高齢者など判断能力が十分でない方の金銭管理や福祉
サービスの利用援助を行うことを目的とした日常生活自立支援事業

（高松市社会福祉協議会）や成年後見制度の普及および利用促進を
図ります。

3基本目標

1

2
3
4

5

　誰もが必要なときに必要とする情報を容易に入手できるよう、多様な
方法による情報提供を行うとともに、ＳＮＳを活用した双方向の情報提供
の充実を図ります。

1

支え合いの基盤2

住民ニーズに対応
できる相談支援体制
の充実

福祉サービスの
評価制度の普及促進

社会福祉施設等の
適正な運営

福祉サービス利用者の
権利擁護

情報提供体制の充実

1
　各種団体と行政が、互いを理解した対等のパートナーとして、それぞれ
の責任と社会的役割を踏まえ、共通の目的達成のために共に取り組む、
協働によるまちづくりを推進します。

各種団体と行政との
協働推進

2 　地域包括ケアシステムの構築を図る中で、地域福祉推進の中心的団
体である高松市社会福祉協議会との連携をより強化します。

■福祉に関心を持ち、広報紙やインターネットなどから積極的に情報
　収集を行うとともに、近隣での情報伝達、共有に努めましょう。
■困ったときに相談でる人間関係の構築努めましょう。
■福祉サービスを利用するときには、情報入手努め優良なサービス

事業者の選択に努めましょう。
■問題を抱えている人やサービスの利用に結びついていない人を市

や関係機関につなげる役割を果たしましょう。
■行政との協働や各種団体間の連携に夜地域福祉活動に取り組み、

住民の情報を提供しましょう。

自助（市民）

共助（地域）

例えばこんなことに
取り組みましょう!

高松市 健康福祉総務課　TEL 839-2372　〒760-8571　高松市番町一丁目8番15号

高松市ホームページ（http://www.city.takamatsu.kagawa.jp）で御覧いただけます。

高松市社会福祉
協議会との連携

●お問い合わせ先

●計画の詳しい内容

高松市トップページ 市の取組み 各種計画・指針・施策

平成２８年３月
高松市

誰もが住み慣れた地域で
いきいきと共に暮らせるまちへ

第3次高松
市地域福祉計画



【年齢3区分別人口の推移】
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資料：国勢調査（昭和60年～平成22年）、住民基本台帳（平成27年7月1日現在）

資料：地域政策課（４月１日現在）

資料：国勢調査（昭和60年～平成22年）、推計人口（平成27年4月1日現在）

76,562 67,456 62,861 60,505 57,943 60,156

268,773 278,175 282,376 279,332 271,957 255,599 258,715

43,395 51,431 62,746 74,009 84,314 93,667 110,120

401,020 406,853 412,626 416,680 418,125 419,429 428,991

世帯数 1世帯当たり平均人員

生産年齢人口 老年人口 年齢不詳

【世帯数及び1世帯当たり平均人員の推移】
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【自治会加入率の推移】

【普段の近所付き合い（市民意識調査）】 昭和63年 平成3年 平成6年 平成9年 平成12年 平成15年 平成18年 平成21年 平成24年 平成27年

89.1 86.6 83.5 81.7 78.6 74.2 73.2 68.4 65.2 61.1
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N：回答数
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困ったときに相談したり助け合える親しい人がいる
立ち話をしたり家を訪問し合う人がいる 顔を合わせたときに挨拶をする程度である
ほとんど付き合いはない
不明・無回答

その他

1 2

地域福祉とは

　近年、地域社会を取り巻く環境の変化により、行政とともに多様な主体による働き掛けを
必要とする課題や、分野をまたがる複合的な課題が増えてきています。

　全ての市民が安心して生活が送れるよう、市民、各種団体、社会福祉協議会、事業者、行政な
どが連携して、それぞれの役割を果たしながら地域全体で力を合わせて課題解決に取り組む

こと、それが「地域福祉」です。

地域社会を取り巻く環境の変化背景 課題

地域福祉計画とは？

どうすれば解決できる？どうすれば解決できる？

一人暮らしなので、
ちょっとしたこと
でも不安。

ボランティア活動
やＮＰＯ活動に
参加したいけど
どうしたらいい？ 災害時に助け

合ったり、犯罪を
防げるようなご近所
のつながりがある
と安心。

子育てを
相談し合える
仲間がほしい。

老年人口が増加し、年少人
口が減少する少子高齢化が
進んでいます。

世帯数は増加を続けています
が、１世帯当たり平均人員は
減少しており、世帯の小規模
化が進んでいます。

　この計画は、「地域福祉」を進めていくための計画、すなわち、自助・共助・公助が相まっ
て、市民、各種団体、社会福祉協議会、事業者、行政など、地域福祉に関わる全ての人が一体
となり、共に支え合い、助け合う「地域ぐるみの福祉」を進める計画です。

少子高齢化

自治会加入率は、近年の
都市化や核家族化の進展
などにより、減少の一途を
たどっています。

地域のつながりの希薄化

世帯規模の縮小

近所付き合いの程度が薄くなっ
てきています。
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【概念図】

第6次高松市総合計画

地域福祉の基本理念

まちづくりの目標１「健やかにいきいきと暮らせるまち」を
実現するための「地域福祉の推進」を具体化・推進

連携
具体的施策

高松市地域福祉計画

共
有

計画の位置付け
　この計画は、社会福祉法第１０７条の規定に
基づいて策定されるものであり、本市のまち
づくり及び市政運営の基本方針である「第６次
高松市総合計画」で掲げるまちづくりの目標の
うち、「健やかにいきいきと暮らせるまち」を実現
するための施策「地域福祉の推進」を具体化・推
進するものです。
　また、各分野の具体的施策を定めた個別計画
と連携・整合を図り、各計画に共通する地域福
祉に関する事項について基本理念を共有する
ものです。
　さらには、高松市社会福祉協議会が策定して
いる「地域福祉活動計画」についても相互に連
携を図り、地域福祉の充実を目指します。

　この計画の期間は、平成２８年度から３５年度までの８年間とします。
　ただし、中間年である４年目に、必要に応じて内容の見直しを行います。　

　地域福祉を推進する上で、全ての人が尊重され、障がいの有無や年齢に関わらず、住み慣れ
た地域で、安心して日常生活を送ることができるためには、住民相互のつながりや信頼関係を築
き、共に助け合い、支え合うことが大切です。
　この計画では第２次計画を踏襲し、地域住民一人一人がお互い家族のように思いやり、支え合う
地域社会を築くため、日頃、市民が、声を掛け、見守り、助け合うことを地域福祉の基本ととらえ、
次のように基本理念・基本目標を定めました。

基本理念

施策の体系

計画の期間

計画の基本的な考え方

住民参加の支え合う

地域づくり
地域福祉を推進する

人づくり
適切なサービスを提供できる

基盤づくり

誰もが住み慣れた地域で
いきいきと共に暮らせるまちへ

住民参加の支え合う地域づくり1基本目標

施策の方向

1
1-1

1-2

2
3
4
5

地域コミュニティ活動の推進

地域交流の推進

地域活動やボランティア活動の参加促進

地域包括ケアシステムの構築

地域の多様な生活課題への対応

施策の方向

1
2
3

地域福祉活動の担い手の確保・育成

市民活動団体の育成

民生委員・児童委員の活動推進

施策の方向

1
2
災害緊急時の要配慮者支援

ユニバーサルデザインのまちづくり

施策の方向

1
2
3
4
5

情報提供体制の充実

住民ニーズに対応できる相談支援体制の充実

福祉サービスの評価制度の普及促進

社会福祉施設等の適正な運営

福祉サービス利用者の権利擁護

施策の方向

1
2
各種団体と行政との協働推進

高松市社会福祉協議会との連携

施策の方向

1
2
地域福祉の意識啓発

福祉教育の推進

地域福祉を推進する人づくり2基本目標

適切なサービスを提供できる基盤づくり3基本目標

地域での支え合い
体制の充実

安全・安心のまちづくり

3-1

3-2

福祉サービスの適切な
利用環境づくり

支え合いの基盤づくり

2-1

2-2

地域福祉の意識醸成

地域福祉の担い手づくり

1

3 4
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地域交流の推進

地域活動やボランティア活動の参加促進

地域包括ケアシステムの構築

地域の多様な生活課題への対応

施策の方向

1
2
3

地域福祉活動の担い手の確保・育成

市民活動団体の育成

民生委員・児童委員の活動推進

施策の方向

1
2
災害緊急時の要配慮者支援

ユニバーサルデザインのまちづくり

施策の方向

1
2
3
4
5

情報提供体制の充実

住民ニーズに対応できる相談支援体制の充実

福祉サービスの評価制度の普及促進

社会福祉施設等の適正な運営

福祉サービス利用者の権利擁護

施策の方向

1
2
各種団体と行政との協働推進

高松市社会福祉協議会との連携

施策の方向

1
2
地域福祉の意識啓発

福祉教育の推進

地域福祉を推進する人づくり2基本目標

適切なサービスを提供できる基盤づくり3基本目標

地域での支え合い
体制の充実

安全・安心のまちづくり

3-1

3-2

福祉サービスの適切な
利用環境づくり

支え合いの基盤づくり

2-1

2-2

地域福祉の意識醸成

地域福祉の担い手づくり

1

3 4



住民参加の支え合う地域づくり
地域での支え合い体制の充実

　子どもから高齢者まで、地域に住民が集まることができる活動スペース
や、主体的に交流できる機会づくりを推進します。

　地域の生活課題への対応とともに住民の自己実現意欲も満たすこと
ができるよう、地域活動やボランティア活動への参加を促進します。

　高齢者が住み慣れた地域社会で、自分らしい人生を最後まで続けられ
るよう、医療・介護・予防・生活支援・住まいなどが一体的に切れ目なく
提供される状態である、地域包括ケアシステムを構築します。
　また、元気な高齢者と要介護者等を分け隔てることなく、支え合いや、
世代間を通じて、通いの場が拡大していくような地域づくりを推進し
ます。

　地域で見守り、支え合うという観点から、様々な要因による自殺、虐待、
ＤＶ、孤立死、消費者被害、生活困窮などの生活課題に対し、地域の多様
なネットワーク機能を連携・充実させ、地域において未然防止や早期発
見に努めるとともに、公的なサービスでは対応できない日常の生活課題へ
の支援を推進します。

1基本目標

1
2
3

4

5

　住民一人一人が自分の住んでいる地域を知り、地域の生活課題を発
見し、解決につなげていく活動が積極的に展開されるよう支援するとと
もに、連携・協働によるまちづくりを推進します。

1-1

安全・安心のまちづくり1-2

地域交流の推進

地域活動やボランティア
活動の参加促進

地域包括
ケアシステムの構築

地域の多様な
生活課題への対応

地域コミュニティ活動
の推進

1
　自主防災組織の育成強化を図るとともに、「災害時要援護者台帳」を
作成し、要配慮者情報の把握と共有を図ります。
　また、平常時から要配慮者に対する見守りや声掛けを行い、地域にお
ける要配慮者の支援に努めます。

災害緊急時の
要配慮者支援

2

　年齢や性別、障がいの有無、国籍等に関わらず、全ての人が安心して住
み慣れた地域社会の中で暮らしていけるよう、公共施設等の整備を進
めるとともに、市民・サービス事業者等への意識啓発を推進します。
　また、誰もが、地域社会を構成する一員として尊重される社会を実現
するため、人権意識の啓発や教育を推進するとともに、多様な情報通信
サービスを容易に利用でき、情報格差が生じないよう、情報を入手する上で
障害となる様々な条件に対応できる情報提供体制の充実を図ります。

■自治会活動など地域コミュニティ活動への理解を深め、積極的に
参加しましょう。
■日頃からの挨拶や要配慮者への声掛け・見守り活動を心掛けましょ
う。
■各種団体間の連携を密にし、協力してまちづくりに取り組みましょ
う。
■幅広く住民に地域活動への参加を呼び掛けましょう。

自助（市民）

共助（地域）

ユニバーサルデザイン
のまちづくり

地域活動を推進する人づくり
地域福祉の意識醸成

　家庭・地域・学校における福祉教育、学習活動の推進を図ります。
　また、生涯学習の観点からも、福祉に関する情報提供に努め、あらゆ
る世代を対象とした住民の地域福祉意識の醸成に努めます。

2基本目標

1
　住民一人一人の福祉への理解と関心を高めるとともに、地域福祉の
主体としての自覚を促すため、住民全体の意識啓発や地域福祉の理念
の普及・啓発に取り組みます。

2-1

地域福祉の担い手づくり2-2

福祉教育の推進

地域福祉の意識啓発

1
　地域福祉活動の担い手を確保・育成するために、自治会役員や民生
委員・児童委員のほか、生きがいづくり、社会参加・自己実現を求める団
塊の世代や高齢者を担い手につなげるなど、地域福祉活動の中核とな
る人材をリーダーとして養成します。　

地域福祉活動の
担い手の確保・育成

2
　専門性、先駆性、迅速性などの特性を持つNPO法人やボランティア
活動団体等の市民活動団体に対し適切な支援を行います。
　また、高松市市民活動センターにおける相談事業や各種講座、交流事
業を充実させるなど、市民活動センターの機能の拡充に取り組みます。

市民活動団体の育成

3
　民生委員・児童委員が、住民の立場に立った最も身近な相談相手とし
て、より地域のニーズに合わせた主体的な活動を行えるよう支援する
とともに、研修の充実を図り、資質の向上に努めます。

民生委員・児童委員の
活動推進

■高齢者や障がい者等に電車やバスの席を譲ったり、道路の横断や
階段などで手助けをするなど、気配りのある行動を心掛けましょう。
■福祉への関心・理解を深め、自分のニーズに合った生涯学習・講座
等に積極的に参加しましょう。
■担当の民生委員・児童委員の把握に努め、身近な相談相手として
活用しましょう。

■住民が地域福祉活動に参加しやすいよう情報提供や雰囲気づくり
に努めましょう。
■各種ボランティア講座を実施し、ボランティア人材の育成に努め
ましょう。

自助（市民）

共助（地域）

例えばこんなことに取り組みましょう!

例えばこんなことに取り組みましょう!

2
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住民参加の支え合う地域づくり
地域での支え合い体制の充実

　子どもから高齢者まで、地域に住民が集まることができる活動スペース
や、主体的に交流できる機会づくりを推進します。

　地域の生活課題への対応とともに住民の自己実現意欲も満たすこと
ができるよう、地域活動やボランティア活動への参加を促進します。

　高齢者が住み慣れた地域社会で、自分らしい人生を最後まで続けられ
るよう、医療・介護・予防・生活支援・住まいなどが一体的に切れ目なく
提供される状態である、地域包括ケアシステムを構築します。
　また、元気な高齢者と要介護者等を分け隔てることなく、支え合いや、
世代間を通じて、通いの場が拡大していくような地域づくりを推進し
ます。

　地域で見守り、支え合うという観点から、様々な要因による自殺、虐待、
ＤＶ、孤立死、消費者被害、生活困窮などの生活課題に対し、地域の多様
なネットワーク機能を連携・充実させ、地域において未然防止や早期発
見に努めるとともに、公的なサービスでは対応できない日常の生活課題へ
の支援を推進します。

1基本目標

1
2
3

4

5

　住民一人一人が自分の住んでいる地域を知り、地域の生活課題を発
見し、解決につなげていく活動が積極的に展開されるよう支援するとと
もに、連携・協働によるまちづくりを推進します。

1-1

安全・安心のまちづくり1-2

地域交流の推進

地域活動やボランティア
活動の参加促進

地域包括
ケアシステムの構築

地域の多様な
生活課題への対応

地域コミュニティ活動
の推進

1
　自主防災組織の育成強化を図るとともに、「災害時要援護者台帳」を
作成し、要配慮者情報の把握と共有を図ります。
　また、平常時から要配慮者に対する見守りや声掛けを行い、地域にお
ける要配慮者の支援に努めます。

災害緊急時の
要配慮者支援

2

　年齢や性別、障がいの有無、国籍等に関わらず、全ての人が安心して住
み慣れた地域社会の中で暮らしていけるよう、公共施設等の整備を進
めるとともに、市民・サービス事業者等への意識啓発を推進します。
　また、誰もが、地域社会を構成する一員として尊重される社会を実現
するため、人権意識の啓発や教育を推進するとともに、多様な情報通信
サービスを容易に利用でき、情報格差が生じないよう、情報を入手する上で
障害となる様々な条件に対応できる情報提供体制の充実を図ります。

■自治会活動など地域コミュニティ活動への理解を深め、積極的に
参加しましょう。
■日頃からの挨拶や要配慮者への声掛け・見守り活動を心掛けましょ
う。
■各種団体間の連携を密にし、協力してまちづくりに取り組みましょ
う。
■幅広く住民に地域活動への参加を呼び掛けましょう。

自助（市民）

共助（地域）

ユニバーサルデザイン
のまちづくり

地域活動を推進する人づくり
地域福祉の意識醸成

　家庭・地域・学校における福祉教育、学習活動の推進を図ります。
　また、生涯学習の観点からも、福祉に関する情報提供に努め、あらゆ
る世代を対象とした住民の地域福祉意識の醸成に努めます。

2基本目標

1
　住民一人一人の福祉への理解と関心を高めるとともに、地域福祉の
主体としての自覚を促すため、住民全体の意識啓発や地域福祉の理念
の普及・啓発に取り組みます。

2-1

地域福祉の担い手づくり2-2

福祉教育の推進

地域福祉の意識啓発

1
　地域福祉活動の担い手を確保・育成するために、自治会役員や民生
委員・児童委員のほか、生きがいづくり、社会参加・自己実現を求める団
塊の世代や高齢者を担い手につなげるなど、地域福祉活動の中核とな
る人材をリーダーとして養成します。　

地域福祉活動の
担い手の確保・育成

2
　専門性、先駆性、迅速性などの特性を持つNPO法人やボランティア
活動団体等の市民活動団体に対し適切な支援を行います。
　また、高松市市民活動センターにおける相談事業や各種講座、交流事
業を充実させるなど、市民活動センターの機能の拡充に取り組みます。

市民活動団体の育成

3
　民生委員・児童委員が、住民の立場に立った最も身近な相談相手とし
て、より地域のニーズに合わせた主体的な活動を行えるよう支援する
とともに、研修の充実を図り、資質の向上に努めます。

民生委員・児童委員の
活動推進

■高齢者や障がい者等に電車やバスの席を譲ったり、道路の横断や
階段などで手助けをするなど、気配りのある行動を心掛けましょう。
■福祉への関心・理解を深め、自分のニーズに合った生涯学習・講座
等に積極的に参加しましょう。
■担当の民生委員・児童委員の把握に努め、身近な相談相手として
活用しましょう。

■住民が地域福祉活動に参加しやすいよう情報提供や雰囲気づくり
に努めましょう。
■各種ボランティア講座を実施し、ボランティア人材の育成に努め
ましょう。

自助（市民）

共助（地域）

例えばこんなことに取り組みましょう!

例えばこんなことに取り組みましょう!

2
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第３次高松市地域福祉計画

適切なサービスを提供できる基盤づくり
福祉サービスの適切な利用環境づくり

　現在設置している各相談窓口の専門性の向上とともに、各窓口間の
連携を図り、相談者の多様なニーズに適切に対応できる相談体制の充実
を図ります。
　また、身近な場所で気軽に相談でき、地域の生活課題を総合的かつ
継続的に把握し、適切なサービスが提供できる、一貫した相談支援体制
の構築に努めます。

　福祉サービスの第三者評価事業により、保健・医療・福祉に携わる職員
の資質の向上や福祉サービスの質の向上につなげます。

　質の高い安定した福祉サービスを提供するため、社会福祉施設等
に対し、相談や指導監督を行うとともに、社会福祉施設が、「地域福祉の
拠点」としての機能を十分発揮できる仕組みづくりを推進します。

　福祉サービスの利用者が、対等の立場で苦情・要望が言える環境整備
と、公正な苦情解決への対応に努めます。
　また、認知症高齢者など判断能力が十分でない方の金銭管理や福祉
サービスの利用援助を行うことを目的とした日常生活自立支援事業

（高松市社会福祉協議会）や、成年後見制度の普及及び利用促進を図
ります。

3基本目標

1

2
3
4

5

　誰もが必要なときに必要とする情報を容易に入手できるよう、多様な
方法による情報提供を行うとともに、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・
サービス）を活用した双方向の情報提供の充実を図ります。

3-1

支え合いの基盤づくり3-2

住民ニーズに対応
できる相談支援体制
の充実

福祉サービスの
評価制度の普及促進

社会福祉施設等の
適正な運営

福祉サービス利用者の
権利擁護

情報提供体制の充実

1
　各種団体と行政が、互いを理解した対等のパートナーとして、それぞれ
の責任と社会的役割を踏まえ、共通の目的達成のために共に取り組む、
協働によるまちづくりを推進します。

各種団体と行政との
協働推進

2 　地域福祉推進の中心的団体である高松市社会福祉協議会との連携
をより強化します。

■福祉に関心を持ち、広報紙やインターネットなどから積極的に情報
　収集を行うとともに、近隣での情報伝達、共有に努めましょう。
■困ったときに相談できる人間関係の構築に努めましょう。
■福祉サービスを利用するときには、情報入手に努め、優良なサービ

ス事業者の選択に努めましょう。
■問題を抱えている人やサービスの利用に結びついていない人を、

行政や関係機関につなげる役割を果たしましょう。
■行政との協働や各種団体間の連携による地域福祉活動に取り組

み、住民へ情報を提供しましょう。

自助（市民）

共助（地域）

例えばこんなことに
取り組みましょう!

高松市 健康福祉総務課　TEL 839-2372　〒760-8571　高松市番町一丁目8番15号

高松市ホームページ（http://www.city.takamatsu.kagawa.jp）で御覧いただけます。

高松市社会福祉
協議会との連携

●お問い合わせ先

●計画の詳しい内容

高松市トップページ 市の取組み 各種計画・指針・施策

平成２８年３月
高松市

誰もが住み慣れた地域で
いきいきと共に暮らせるまちへ

第3次高松地域福祉計画
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